
人と川とのかかわり

１．洪水から街を守る１．洪水から街を守る

２．水利用２．水利用

2.12.1 瀬田川瀬田川 2.22.2 野洲川野洲川

2.32.3 姉姉 川川 2.3   2.3   三田川三田川 他７河川他７河川

３ 河川利３．河川利用

3.13.1 瀬田川瀬田川 3.23.2 野洲川野洲川

3.33.3 草津川草津川 3.4   3.4   姉姉 川川

.53.5 三 川 ７ 川三田川他７河川

４．琵琶湖周辺における生業（なりわい４．琵琶湖周辺における生業（なりわい））



１．洪水から街を守る

１）水防活動１）水防活動

２）住民意識２）住民意識

３）情報提供３）情報提供



水防活動は河川改修と並ぶ「車の両輪」「車の両輪」と
して、益々重要な使命を帯びてきている

水防活動とは！

•自分たちの命や財産は自分たちで守るという、
基本的な自己防衛活動

•堤防の機能を最大限発揮させるもの

•人命と財産を災害から守る

•被害を最小限にとどめるための人的な活動





水防活動（１）

•水防は、水との闘いであるばかりでなく、時間との闘いであ
るといわれています

•国民経済上重大な損失が生ずるおそれのある河川につい
ては、国土交通大臣が気象庁長官と共同して、一般住民に
洪水の生じるおそれがあることを周知する洪水予報を行う
こととしています

•知事及び知事により指定された水防管理団体の管理者は
水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及び関連施設
の操作、水防管理団体相互間の協力応援等を盛り込んだ
水防計画を定めることとなっています



水防活動（２）

•知事は、自衛隊の派遣を要請することができることとなって
います

•平成１３年の水防法改正により、洪水により相当な損害の生
じるおそれのある河川について、知事が気象庁長官と共同し
て洪水予報を行うことができるようになりました

•国土交通大臣又は知事は河川、湖沼又は海岸を指定して、
水防管理団体の水防活動に指針を与える水防警報を行う
こととしています

•水防機関には、道路の優先通行、警戒区域の設定等の水
防活動上必要な権能が付与されるとともに、国土交通大臣
及び知事には、水防管理者、水防団等に対する緊急時に
おける指示権が与えられています









洪水時における
円滑かつ迅速な避難の確保（２）

2）浸水想定区域における

円滑かつ迅速な避難の確保を図るための措置

•災害対策基本法の市町村防災会議は、浸水想定区域の指定を受けて、
同法の市町村地域防災計画において、浸水想定区域ごとに、洪水予報の
伝達方法、避難場所その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要
な事項を定めることとされています。

• 市町村長は、市町村地域防災計画に定められた洪水予報の伝達方法、
避難場所等について住民に周知させるよう努めることとされています。周
知にあたっては、「洪水ハザードマップ」を作成、配布する等視覚的手法を
用いることが望ましいといえます。

• 市町村防災会議の協議会が設置されている場合には、同協議会が市
町村相互間地域防災計画において、浸水想定区域ごとに洪水予報の伝達
方法、避難場所等を定めることとなります。





水防・消防団員の活動と水防工法（２）

•水防活動は、悪条件の気象の下で行われる極めて
危険を伴う作業です

•水防活動に従事する水防・消防団員には、生命を
かけた活動が要求される場合もあります

•水防団員及び消防団員の活躍なくしては、洪水、
高潮等による災害の発生を防止するための水防活
動を、迅速かつ的確に行うことができないのです












